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JICA 国別分析ペーパー（JICA Country Analysis Paper）は JICAによって各国

を開発の観点から分析した文書であり、開発協力機関として当該国への有効

な協力を検討・実施するにあたって活用することを意図している。また、本

文書は日本政府が「国別開発協力方針」等の援助政策を立案する際に、開発面

からの情報を提供するものである。なお、当該国への実際の協力内容・実施

案件は、日本政府の方針、各年度の予算規模や事業を取り巻く状況等に応じ

て検討・決定される。 
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Ｉ． インドの現状 

 

１． 政治 

 

(1) 統治機構・政党 

インドは 29の州（State）と 7つの連邦直轄領（Union Territory）からなる連邦共和制国

家で、議員内閣制を採用。国家元首は大統領だが実質的な権限はなく、閣僚会議（内閣）の

長である首相が実権を持つ。連邦議会は上院（Rajya Sabha）と下院（Lok Sabha）からな

る二院制。上院は任期 6年で各州及び連邦直轄領の議会議員による間接選挙、下院は途中解

散の可能性がある任期 5年で小選挙区制による直接選挙を基本とする。下院の過半数を獲得

した政党等が内閣を組閣。下院は上院に対し実質的に優越権を有するが、上院、下院のそれ

ぞれで過半数が必要となる事項もある（例：中央政府の組織、中央と州の権限等を規定する

憲法の改正）。 

インドは 1947年の独立以降軍事クーデター等がなく、選挙により平和裏に政権交代を実

現、「世界最大の民主主義国家」と言われる。インド人民党（Bharatiya Janata Party: BJP）

と国民会議派（Indian National Congress: INC）が主要政党。地方議会が上院議員の大半を

選出するため、多数ある地方政党も国政に影響を及ぼす。 

 

【インド人民党】 

1980年に発足。現政権与党。ヒンドゥー教をもとにした国づくりを目指す。1998年から

2004年までは、アタル・ビハリ・バジパイを首相に、BJP を中軸とする国民民主同盟（National 

Democratic Alliance:NDA）が連立政権を樹立。2014年の総選挙にて下院の単独過半数を獲

得、ナレンドラ・モディが首相に就任。地方議会が議員の大半を選出する上院では過半数に

届いていないが、2017 年 3月に最大の人口を抱えるウッタル・プラデシュ州総選挙で圧勝

するなど、2017年 9月現在、全 29州のうち BJPは 18州で与党、16州で州首相を選出。

有力なヒンドゥー教至上主義団体の支援を受ける政党であり、政策においてもヒンドゥー教

の色彩が強く、宗教対立が潜在的脅威となり得る。 

 

【国民会議派】 

1885 年に発足。政教分離を主張。第一次世界大戦後にはマハトマ・ガンディー、ジャワ

ハルラール・ネルー（初代首相）、チャンドラ・ボースらが所属。独立運動で指導的な役割

を果たし、独立後も長年政権与党の座にあった。1980 年代末に勢力が弱まったものの現在

も主要 2大政党の一つ。初代首相ネルーの娘インディラ・ガンディー（1966～67年、1980

～84年の二度、首相在任）とその長男ラジブ・ガンディー（1984～1989年に首相在任）の

一族の影響力が強く、現在も故ラジブ・ガンディー元首相の長男ラーフル・ガンディー氏が

党首。 
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(2) 行政 

憲法が中央と州の行政権限を定めている。中央政府は国防、外交、通貨、鉄道の敷設、州

をまたぐ事項など、州政府は治安、公衆衛生、農業・水資源、中央が所管しない交通インフ

ラなどをそれぞれ専管。人口政策や経済開発上重要な分野（電力、一部を除く教育、森林保

全等）などは中央と州の共管。州は幅広い権限を持つが、自主財源に乏しく、補助金など中

央政府からの資金移転に依存。州政府専管事項であっても、中央政府が導入した国家プログ

ラムに沿って資金が配分される影響などから、中央政府の意向が反映されやすい（福味 

2014）。 

州政府は、直接選挙で選出された州首相（Chief Minister）が閣僚会議を組織し実質的に統

治。連邦直轄領は州と同列だが、大統領が任命する行政官または連邦直轄領知事（準知事）

が統治。州政府の下の地方自治制度は都市部と農村部で異なる。都市部の自治体

（Municipality）は規模によって大都市（Municipal Corporation）、中小都市（Municipal Council）、

農村部からの移行都市（Nagar Panchayat）に分けられる。農村部には県（District）、郡

（Intermediate）、村（Village）の三層の自治体（Panchayat）を設置。県、郡では地域の教

育・保健・公共事業などを管轄。各層で選挙による議会（Council）を設置、各議会の 30％

以上を女性で構成することを法律で義務付け。 

 

(3) 外交 

インドは、1947 年の独立後、非同盟、全方位外交を展開。伝統的にロシアとの関係が深

いが、近年では米国との関係も強化、アジア太平洋地域での協力を推進する「アクト・イー

スト」政策も展開。モディ首相が外遊先の二か国目に日本を選ぶなど現政権は親日的（日印

関係は後述）。欧州、中東、アフリカとも良好な関係を構築。 

中国との関係は、チベット動乱や中印戦争を受けた国境を巡る係争に影響されているが、

二国間貿易の急拡大や中国主導のアジアインフラ投資銀行（AIIB）への参画など経済的な結

び付きは強まっている。他方、インドの周辺国に対する影響力を競う関係になりつつある。 

 

【周辺国との関係】 

バングラデシュとは歴史的に概ね良好な関係を維持。2017 年にはハシナ首相が訪印、モ

ディ首相と会談しインド北東州との連結性強化等について合意、エネルギー分野などに対す

るインドからの融資を決定。ミャンマーについてもインド北東州との連結性強化を中心にイ

ンドからの融資を決定。 

内陸国である隣国ブータンは、モディ首相の初の外遊先。ブータンの主な外貨獲得収入源

はインドへの水力発電の売電。主要な援助国でもあるインドへの依存度は高い。同じ内陸国

の隣国ネパールもインドへの依存度が高いが、2015 年にネパール南部でインド系住民と政

府が対立、国境が事実上封鎖されインドからの物資流入が滞ったことなどから、2017 年に

共同軍事演習を行うなど、政治、経済両面で中国と接近する動きがみられる。 

スリランカは中国からの巨額の資金支援を受けているが、2017 年にはスリランカ東岸の

トリンコマレー港開発へのインドによる協力が発表されるなど関係強化に向けた取組が進
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展。パキスタンとは、2015 年にモディ首相が訪問するなど関係改善の努力が続けられてい

るものの、1998年の核実験や 2001年の国会襲撃事件、2008年のムンバイ同時多発テロ等

を背景に、長年にわたって関係が冷え込んでいることもあり、また 2017年にはカシミール

領有権を巡る緊張関係が激化しており、中パ接近の動きも含めて今後も注視していく必要が

ある。 

 

２． 経済 

 

(1) マクロ経済 

インド経済は、1991年の外貨危機後、自由化政策の推進により年平均 6～9％の高い成長

率を記録、特に 2003年度から 2008年度は年平均 8％以上の高成長を遂げた。2012年以降

は、ギリシャに端を発する欧州債務危機の影響や天候不順に伴う農業の落ち込みにより経済

が減速、2012年度の成長率は 5.6％にとどまった。 

2014 年のモディ政権発足以降、サービス産業の大きな貢献により経済成長が加速。2014

年のモディ政権発足後、インフレ率が低下し、Make in India（インドでのものづくり）政策

など製造業の振興策が打ち出され、対内直接投資が急速に伸び、製造業の成長への寄与度も

上昇傾向にあり、交易条件の大幅な改善や国内消費に支えられ経済が順調に回復、2015 年

度の成長率は 7.9％に達した。2016年度は、懸念された高額紙幣廃止の影響が軽微との見方

が広まり、インド政府発表では 7.1％とのレベルを達成する見通し。中長期的にも、IMF が

2017～2021年度の年平均成長率を 7.2～8.1％と予測、新興国の中で最も成長が期待される

国とみている。2017年に公表された米ハーバード大学による「経済複雑性」に着目した 2025

年までの各国経済成長率予測でも、インドは、化学、自動車、電子機器などの産業で発展の

余地があるため経済の多様化・高度化の潜在力があり、政治、組織、地理、国民もそれぞれ

多様と評価されていて、アフリカ諸国などとともに世界で最も高い水準の経済成長率を遂げ

ると、IMF の中長期のマクロ予測と整合的な結果がでている。 

世銀アトラス方式による 2015年の１人あたり所得水準は 1,590米ドルで、世銀統計の対

象である 217の国・地域のうち 170位に過ぎない。また、2011年時点の国際貧困線以下の

人口は 2.68億人と、総人口の 21.2％を占めており、世界最大の貧困国である（インド国内

の貧困の定義によると 2011 年の貧困人口は 2.70 億人、総人口の 21.9％を占める）。なお、

中長期的見通しは良いものの、2017年 4-6月期の成長率は 5.7％と予想を下回って減速して

いる。国営銀行をはじめとする金融機関の不良債権が積みあがりつつあり、このことが原因

で投資の対 GDP 比は低下傾向にある。短期的には、金融機関の不良債権及びこれに伴う金

融機関の貸出意欲の減退によるとみられる投資減少の問題がインド経済の最重要課題とみ

られる。 
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図  1：インドの実質 Gross Value Added 成長率及び産業別寄与度の推移  

 

 

 

出所：経済産業省（2017） 

 

 

図  2：インドの国営銀行・民間銀行の債権額と不良債権比率  

 

 

 

出所：経済産業省（2017） 
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図  3：インドの対内直接投資の推移（業種別）  

 

 

 

出所：経済産業省（2017） 

 

 

図  4：「経済複雑性」に基づく 2025年までの各国経済成長率予測  

 

 

出所：Center for International Development, Harvard University (2017) 
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図  5：2015年のインドの輸出品内訳  

 

 

 

出所：Center for International Development, Harvard University (2017) 

 

【インフレ・金融政策】 

 2011～2013年度に年平均 10％に近付いた消費者物価指数（CPI）変化率は、国際的な商

品価格の下落に加え、中央銀行（インド準備銀行）による引き締め基調の金融政策もあり、

2017年 10月には前年同月比 4.8%に下落。政策金利は、インフレ鎮静化を受け、2014年の

8％から段階的に引き下げられ、2018年 2月は 2017年 10月、12月に引き続き 6.0％とな

った。 

インド準備銀行は、2016年 8月に今後 5年間のインフレ目標（CPI年間変化率が 4％±2％）

を定め、翌月には金融政策委員会を設置し政策決定の透明性向上を図った。インドでは食料

品の供給能力の制約がインフレの根底にあるとみられており、インフレ目標の達成には農業

分野における供給サイドの対策も必要とみられる。 

 

【国際収支】 

リーマンショックのあった 2008 年以降、経常赤字が常態化し対 GDP 比 3％超で推移、

2012年度には 4.8％にまで拡大。主因は貿易赤字。世界最大の労働者送金受取国のため移転

収支は対 GDP比 3％程度の黒字で推移。2013年度以降、主な輸入品目である原油の国際価

格が下落、経常赤字が対 GDP 比約 1％にまで急減。 

総合収支は、資本収支の黒字が経常赤字をカバーしプラスに推移してきたが、ここ数年は

経常赤字の急減と直接投資の急増を受け大幅なプラスに。この結果、外貨準備高は、2014
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年度から 2015年度にかけて 550億米ドルの積み増しとなり、2016年 12月時点で 3,600億

米ドル、輸入の 8.6 か月分相当にまで上昇。対外債務残高は、90 年代の国際収支危機を経

て、積極的な対外債務償還と新規借入の抑制により、近年増加傾向にはあるものの対 GDP

比 23.5％と比較的低水準。外貨準備高も十分であり、対外返済能力に特段問題はないとみら

れる。 

 

【財政・公的債務】 

インドは、外部環境の変化により、債務履行能力が低下する可能性はあるものの、債務不

履行の懸念は少ない。 

財政赤字はリーマンショックを契機に悪化、2008 年度には中央、州の財政赤字が合計で

対 GDP 比 9.8％となった。2016 年度には 3.5%へ縮小。物品・サービス税（GST）導入に

よる歳入増等で、中期的には赤字縮小継続が見込まれるが、利払い歳入比が大きい（2016

年度は約 23%）ことが懸念点。公的債務残高の対 GDP比も約 70％（2016年）と新興国の

中では高いが、IMF の分析では、2017年導入の GSTが税制効率化や課税ベースの拡大に貢

献することなどを前提に、2021年度には約 60％まで低下し、持続可能な水準になると評価、

経営状態の悪い公的金融機関や州の配電公社の偶発債務ショックがリスク要因としている。 

 

(2) 産業・雇用 

インドの産業別構成比をみると、新興国としては製造業などの第 2次産業の割合が低く、

農業などの第 1 次産業の就業者数が依然として約半数で、IT などの第 3次産業の割合が高

い（GDP（2016年度推計、1次 ：17.3％、2次：26.6％、3次：56.1％）、就業者数（2013

年、1次：49％、2次：20％、3次：31％）。雇用をみると、失業率は過去 5～8％程度の低

水準で推移してきたが、特に農業部門や中小企業における労働生産性が低く、賃金も低水準

であった。2010年時点で全体の 83％がインフォーマルな雇用形態であることも特筆される。 

製造業について、インド政府は、2022年までの 10年間で対 GDP比を 16％から 25％に

引き上げ、1億人の雇用を創出することを目的とした国家製造業政策（NMP）を策定、事業

規制の合理化と簡素化等の制度面からの支援に加え、政府が土地・インフラを提供する国家

投資・工業地区（NIMZs)を通じ産業クラスターを促進。モディ首相は海外からインドへの

投資を促すべく「Make in India」政策も実行中。加えて、2017年度には、中国の深センを

モデルに沿岸雇用区（CEZs）を東西に 1か所ずつ整備、輸出志向型の産業を誘致する目標。  

農業について、インド政府は、2022 年度の農民所得を 2015 年度から倍増する目標を掲

げ、農家が労働に見合う報酬を得られるようにするための取引制度の改革、灌漑インフラの

整備や種子・肥料の改良等による生産性向上と高付加価値化、農業用地の貸出や担保化の促

進、自然災害時の農家補償の強化等を行う方針。 

他の新興国に比べ高い成長がみられる第 3次（サービス）産業について、インド政府は、

デジタル化の推進に加え、①金融（不良債権問題の解決、参入障壁除外による金融包摂性の

強化）、②観光（査証の簡素化、インフラ整備、マーケティング、人材・技能の開発、税制

改革、文化面などソフトパワーの強化）、③農業に次いで就業者数の多い不動産・住宅（規
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制強化）、等分野の取組を行う方針。 

 

【投資環境の整備】 

海外からの直接投資は順調に増加傾向にあるが（2013年度：216億米ドル、2014年度：

313 億米ドル、IMF 予測によると 2021 年度までに 679 億米ドル）、世界銀行が各国のビジ

ネス環境を評価する Doing Business 2018では、インドは 190ヵ国中 100位であり、投資

手続きの数や所要日数・コストを指標とした「ビジネスの開始」のランキングが 156位、建

設許可手続きの数や日数・コストを指標とした「建設許可」のランキングが 181位と、海外

投資家を更に呼び込む上での制度面の投資環境整備が課題となったままである。インフラ整

備に関しては、用地取得を必要とする建設事業における許認可取得等がボトルネックとなっ

ている。 

     

(3) 貿易 

インドは、伝統的に産業保護政策を採用し閉鎖経済のまま発展を遂げてきたが、1991 年

の石油危機と外貨準備の払底を経験して以降は自由化に転じ、1995 年には世界貿易機構

（WTO）設立時に加盟、その後も関税の引下げ、輸出入の量的制限の撤廃等を継続的に推

進。この結果、貿易額の対 GDP 比は 2000 年の 26.4％から 2015 年には 42.4％まで上昇。

貿易収支は独立以来ほぼ一貫して赤字で、前述のとおり 2000年以降は中間財や原材料など

の輸入増加で赤字幅が増大。 

2015 年の全世界の財の輸出に占める割合をみると、共に人口が 10 億人を超える中国が

13.2％なのに対し、インドは僅か 1.7％にとどまっている。インド政府は、世界市場で競争

できる輸出志向型の産業を育成し、生産性と収入の向上につなげたい考え。CEZs整備構想

はこの方針にそったもの。 

インドの主要貿易相手国（2015 年）を見ると、輸出は米国（15.3％）、UAE（11.3％）、

香港（4.6％）、輸入は中国（15.8％）、サウジアラビア（5.5％）、スイス（5.4％）、である。

輸出品は、農産品、繊維製品、宝石類など低付加価値のものが多いが、最近は石油製品や機

械類の伸び率が大きく構成比が増加傾向。輸入品は、石油類、石炭類といった一次産品が多

く、機械類も多い。真珠・宝石類、金といった嗜好品の輸入割合が高いことも特徴的。 

 

【自由貿易・経済連携協定】 

インド政府は WTO加盟済だが、二国間、多国間の枠組で各国、各機関との自由貿易協定

（FTA）・経済連携協定の締結を加速、日本との間でも日印包括的経済連携協定を 2011年 8

月 1日に発効。二国間で枠組を締結済の国は、日韓に加え、南アジアのスリランカ、アフガ

ニスタン、ネパール、ブータン、バングラデシュ、東南アジアのタイ、シンガポール、マレ

ーシア、及びチリ。多国間では ASEAN、BIMSTEC（ベンガル湾他分野技術経済協力のため

の構想）等との間で枠組を合意済。このうち、インド・ASEAN間 FTAは、ASEAN域内に

多くの現地拠点を有する我が国企業の事業戦略に大きな影響を与えるものと見られている。

この他、中国や EU等と枠組について交渉中。 
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３． 社会 

 

(1) 貧困 

インド政府が 2013年に発表した統計では、貧困状況は改善に向かっているが、2011年度

時点で依然全人口の 21.9％にあたる約 2.7億人がインド政府の定義に基づく貧困層である。

具体的には、1993年度から 2004年度にかけて、貧困率は全国（45.3⇒37.2％）、農村部（50.1

⇒41.8％）、都市部（31.8⇒25.7％）のそれぞれで減少したが、貧困層人口はほぼ横ばい（全

国：4.0⇒4.1億人、農村部：3.3⇒3.3億人、都市部：0.7⇒0.8億人）で推移した。2004年

度から 2011年度にかけては、貧困率が約 15％ポイント低下し（全国：37.2⇒21.9％、農村

部：41.8⇒25.7％、都市部：25.7⇒13.7％）、貧困層人口も約 33％減少した（全国：4.1⇒2.7

億人、農村部：3.3⇒2.2 億人、都市部：0.8⇒0.5 億人）。一方、全人口に占める栄養不足状

態人口の割合が高止まりを続けるなど、持続可能な開発目標（SDGｓ、詳細は後述）の達成

状況は全世界 157ヶ国中 116位となっている。インド政府発表の数値は、2011年時点で、

世銀の購買力平価に基づく貧困の定義（収入が 1.90 米ドル／日以下）をあてはめた結果と

ほぼ同水準（21.2％）となっている。2011年の購買力平価に基づく世界平均の貧困率 13.5％

を上回っていて、世界最大の貧困層人口を抱えるインドにとって、近年の目覚しい成長の一

方で、貧困の解消は解決すべき重要課題の一つとなっている。特に約 80％の貧困層が農村

部であるため、インド政府は、農民の所得水準を 2022 年度までに 2015 年度比で倍増する

ことを目標に掲げるなど、対策に力を入れている。 

 

図  6：インド及び世界各地における貧困率の推移  

 

 

出所：World Bank (2017a) 
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図  7：インド及び世界各地における栄養不足人口率の推移  

 

 

 

出所：World Bank (2017a) 

 

 

(2) 格差と都市化 

世銀の推計によると、所得格差を表す指標であるジニ係数は 1993 年（31％）から 2011

年（36％）に上昇。2000年代以降 40％を超える中国や 2010年代に入り 40％超となったイ

ンドネシアなどの新興国に比べると低い値だが、経済成長に伴い格差が拡大。同じ期間の都

市部（34⇒39％）と農村部（28⇒31％）を比べると、都市部における格差及び拡大幅の方

が大きい。最近では、中国とともにインドのジニ係数はより高水準との IMF の研究が示され

ており（1990年（45％）⇒2013年（51％））、事態はより深刻との見方もある。 

インドでは、2000年代に入り低所得層の減少と中間層の拡大が始まり、2010年以降その

傾向が加速。今後は、低所得者層は更に減少を続け、より所得水準の高い中間層が拡大して

いくものと予測されている。こうした中間層が多く居住するとみられる都市部の人口は今後

拡大していくとみられ、2030年に向けて都市化率が 40％程度にまで上昇し、都市人口の増

加数が 2億人を超えると予測されている。現時点で既に不足傾向になる各種都市インフラ整

備（公共交通、都市道路、上下水等）のため、2010年から 2030年までの 20年間で約 1兆

2 千億米ドルの投資ニーズがあるとされ、現在の投資水準の 10 倍以上の資金調達が必要と

見込まれている（McKinsey & Company 2010）。 
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図  8：インド及び世界各地における一人当たり経済成長率の推移  

 

 

 

出所：World Bank (2017a) 

 

 

図  9：インド及びアジア国におけるジニ係数  

 

 

 

出所：IMF (2016) 
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図  10：インドの所得階層の推移（実績と予測）  

 

 

 

出所：経済産業省（2011） 

 

図  11：インド及び世界各地における所得階層の推移予測  

 

 

 

出所：IMF(2017) 
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【地域】 

全国的に貧困が改善する一方、一人当たり所得水準が低い北部、東部及び北東州の貧困率

は依然として高く、北東州で状況の改善が遅い。2004年度から 2011年度の州別貧困率をみ

ると、2004 年度に貧困率が最も高かったオディシャ（57.2⇒32.6％）、ビハール（54.4⇒

33.7％）など 7州で貧困率が 20％以上改善、2011年度には貧困率 40％超の州がなくなった。

貧困率 30％超の州は依然 8州あり、中でも北東州の 3州（アルナチャル・プラデシュ、ア

ッサム、マニプール）は 2004年度から 30％台のままで、状況の好転がみられない。残りの

5州（いずれも北部、東部にあるオディシャ、ビハール、チャッティースガル、ジャールカ

ンド、マディヤ・プラデシュ）及び貧困率が 30％を僅かに下回るウッタル・プラデシュ州

に、貧困層人口の約 60％にあたる約 1.6億人が居住する。主要 15州の人間開発・農業・イ

ンフラ関連指標は、概ね一人当たり所得水準と正の相関がみられる。 

インド政府は、地域間格差の是正を強化すべく、2015 年以降、州政府に配分する中央政

府税収の比率を 32％から 42％に引き上げ、各州への配分にあたっては所得格差を最重要視

する方針を決定。加えて、北東州、島嶼部、北部ヒマラヤ、砂漠・乾燥地域など自然条件で

ハンデを負う地域に的を絞った支援も実施予定。 

 

【指定部族（Scheduled Tribe）・指定カースト（Scheduled Caste）】 

2011年の国勢調査によると、少数民族に相当する指定部族は全人口の 8.6％、ヒンドゥー

教の特定カーストに属する指定カーストは全人口の 16.9％を占める。貧困率は全国平均より

も高い（指定部族：43％、指定カースト：29％）。指定部族は農村部の遠隔地、僻地に居住

し、森林や土地に依存して生活するケースが多く、指定カーストは 5つの州（ウッタル・プ

ラデシュ、西ベンガル、タミル・ナド、アンドラ・プラデシュ、ビハール）に集中し、歴史

的に社会、経済、教育に関して平等な機会を与えられないことが多かったとされる。インド

政府は、指定部族、指定カーストに対し教育機会の提供、コミュニティ開発支援等の対策を

行ってきたが、2016年度には関連予算を大幅に増やし（指定部族：33％増、指定カースト：

35％増）、資金の活用状況のモニタリングも強化する方針を表明。 

 

【ジェンダー】 

初等・中等教育のジェンダー平等指数（1993年：0.73⇒2012年：1.00）、10万人あたり

の妊産婦死亡率（1990 年：556⇒2015 年：174）など教育、保健分野では改善傾向がみら

れるが、非農業部門における賃金労働者に占める割合（2009年：12％）、中央議会議員にお

ける割合（2015年：12％）など、女性の雇用、政治への進出に課題が残る。インド政府は、

公共交通機関における女性の安全確保などジェンダーに配慮した取組を進めているが、2005

年に導入したジェンダーに配慮した予算ルール（Gender-Responsive Budgeting）が具体的

な成果につながっていないとの認識の下、今後ジェンダー格差をモニターする指標を設定す

るなどの取組を行う方針。 
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(3) ミレニアム開発目標（MDGs：一部を除き 1990年比で 2015年までに達成すべき目

標） 

 インドの MDGｓ目標は、目覚ましい成果を挙げたものもあるが、未達成の目標も少なか

らずあった。インドが、人口 10億人を超える大国として世界的な貧困削減に貢献したこと

を示す一方、衛生、教育、保健等の社会開発面で多くの開発途上国と共通の課題を抱えてい

ることを浮き彫りにする結果となった。 

 成果を挙げた目標としては、目標 1（極度の飢餓と貧困の撲滅：貧困率は半減以上を達成、

飢餓人口の割合も半減に向かっている）、目標 5（妊産婦の健康の改善：妊産婦死亡率の値

を 4分の 1に削減する方向）、目標 6（HIV／エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止：

HIV感染率、マラリア感染率ともに大幅に減少）、目標 8（グローバルな開発パートナーシッ

プの推進：特に情報・通信における新技術による利益を大きく得ていると評価、債務も持続

可能な水準で維持）、がある。 

一部成果を挙げた目標としては、目標 3（ジェンダー平等推進と女性の地位向上：初等・

中等教育や識字率の男女格差は解消されつつあるが、非農業部門における労働賃金者や国

会における男女格差は依然として大きい）、目標 7（環境の持続可能性確保：森林面積を

増やし、安全な飲料水源の継続的利用ができない人口の半減は達成したが、改良衛生施設

の継続的利用ができない人口の半減は達成できず）、がある。 

達成が困難な目標としては、目標 2（初等教育の完全普及の達成）、目標 4（乳幼児・5

歳未満児死亡率の削減：数値を 3分の 1に削減するまでには至らず）、がある。 

 

(4) 持続可能な開発目標（SDGs：一部を除き 2015年比で 2030年までに達成すべき目

標） 

SDGs の 17の指標のうち、インドにおいて目標からの乖離が大きいとされるのは、以

下の 8つの目標となっている（飢餓（2）、保健（3）、ジェンダー（5）、エネルギー（7）、

産業・インフラ（9）、都市（11）、海洋（14）、平和・司法等（16））（Global Responsibilities 

(2017)）。 

インド政府は、2015 年にモディ首相が SDG の採択を表明した後、行政委員会（NITI 

Aayog）が中心となり、2030 年までの目標達成に向けた国内の準備作業を進めている。

具体的には、各目標、指標の主管及び関係する中央省庁を定め、対応するインド政府の既

存プログラムを確認し、保健、教育、ジェンダー、飢餓等の分野別、北東州等の地域別の

コンサルテーション会合を順次開催。北東州最大のアッサム州は、他州に先駆け、SDG

ｓの目標を採択する旨中央政府に通知済。 

2015年に UNDP とインドの環境・森林・気候変動省が委託した調査（Technology and 

Action for Rural Advancement 2015）では、SDGｓ達成のためインド政府が必要な資金は

約 14.4 兆米ドル、うち既存の資金でカバーされない資金ギャップは約 8.5 兆米ドル（年

約 5,650億米ドル、2014年度のインド GDP 約 2.3兆米ドルの約 25％）と予測、官民か

らの資金調達及び事業の着実な実施が課題になると見込まれている。SDGｓの 17の目標

のうち、特に資金ギャップが大きいのは、目標 8（経済成長と雇用：主に中小企業向け金

融、約 1.7兆米ドル）、目標 11（持続可能な都市：主に住宅や公共交通の整備、約 1.2兆

米ドル）、目標 12（持続可能な生産と消費：主に低炭素戦略を実行した場合のエネルギー、

交通分野の対策、約 1.0兆米ドル）、目標 9（インフラ、産業化、イノベーション：主にイ

ンフラ整備、約 1.0兆米ドル）。目標 5（ジェンダー）の資金ギャップも約 1.1兆米ドルと

されるが、他の目標を達成する過程で使われる資金のうちジェンダーに資するものを合計

した額。 
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４． 地域別概況（表 1参照） 

 

各地域別の特徴は以下のとおり（地域分類は NITI Aayogの公表情報に基づく）。 

北部地域には、首都のあるデリー及び周辺近隣州に広がる都市部、工場地域があるのに加

えて、ヒマラヤ山岳地帯、その裾野に広がる農業部がある。乾燥地域で水資源の確保が課題

のラジャスタン州や一部でインドからの分離独立等を目指す過激派の活動が続き治安が不

安定なジャンム・カシミール州を除き、貧困の割合や絶対数は全国平均に比して状況が良く、

１人あたり所得水準も都市部を中心に相対的に高い。教育・保健は二極化しており、ハリヤ

ナ州やラジャスタン州の数値が悪い。インフラは電力は比較的充実しているが、道路、水道

は整備が遅れている。産業や農業は、山岳地帯や紛争地では低調だが、ヒマラヤから流れ込

む水で潤うパンジャブ州やハリヤナ州の灌漑率は高く、デリー・ムンバイ間産業大動脈

（DMIC）上に位置する地域の工業活動は活発。 

北東地域は通称「Seven Sisters」と呼ばれる 7つの州からなり、全てが財政上の優遇措置

を受ける特別カテゴリー州に分類されている。森林被覆率が高く自然豊かな地域である一方、

経済、社会のあらゆる側面でインド全土の中で下位にあり、2004年度から 2011年度の１人

あたり所得水準や貧困率でも余り改善がみられず、インド全国の高い成長の恩恵を受けてい

ないと言える。分離・独立主義過激派等のテロ組織も存在し、テロ活動を行っており、入域

するためにはインド政府による許可が必要となる地域もある。北は中国、ブータン、南はバ

ングラデシュ、東はミャンマーに接し、近隣諸国との連結性の強化が本地域の開発にとって

重要な要素とみられており、インド政府も中央に北東州開発省（MoDoNER)を設置するなど

力を入れて取り組んでいる。 

中央地域は最大の人口を有するウッタル・プラデシュ州を抱え、指定カーストの割合が多

く、2011 年度時点で貧困人口が 1億人に迫る規模で、保健、インフラなどの経済、社会開

発指標もインド全土の中で下位にあるものが多い。但し、ビジネス環境改善の取組は評価さ

れており、全国でも上位に入っている。また、2000 年にウッタル・プラデシュ州から分離

して誕生したヒマラヤ山岳地帯のウッタラカンド州は、主に平野部における大規模な工業化

の推進により、2004年度から 2011年度の間に１人あたり所得水準を 2倍以上とし、道路や

水道などインフラの整備状況も比較的良好。 

東部地域も中央地域と似た状況にあり、約 1億人の人口を抱えるビハール州、西ベンガル

州を抱え、指定カーストの割合が多く、貧困の割合、人口共に多く、経済、社会開発の多く

の指標が全国で下位にある。極左思想を背景に、貧困層や部族民の利益擁護を掲げて武力闘

争を行うマオイスト等の過激派組織であるナクサライト等もテロ活動を行っている。但し、

2004年度から 2011年度の推移をみると、オディシャ州をはじめ貧困率の大幅な改善を実現

している点が特筆される。インフラについては、１人あたり電力利用可能量が低水準にある。

前述のウッタラカンド州同様、ヒマラヤ山岳地帯のシッキム州も、製造業や建設業、発電事

業などの第二次産業の発展により、2004年度から 2011年度の間に１人あたり所得水準を 2

倍以上としている。但し、急峻な地形もあり、ウッタラカンド州と異なりインフラの整備状

況は遅れている。なお、本地域及びシッキム州は、北東地域と並んで MoDoNER の所管州

となっている。 

西部地域には大都市ムンバイがあり、経済水準が高く、保健やインフラなどの指標も比較

的良好、産業、農業の活動も活発である。2004年度から 2011年度の所得水準の上昇や貧困

率の改善もインド全土でトップクラス。但し、依然として 2011年度の貧困人口が 3,000万

人を超えており、大幅に改善しつつあるとは言え引き続き貧困対策を継続する必要性がある 
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表  1：地域別概況  
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とみられる。また、純就学率が低く、教育面の課題は大きいとみられる。並んで、インドと

中東の間にはグジャラート州があり、西武地域はインドの対外輸出金額の 19%、港湾貨物

量の 41%を担うなど、インド経済発展の牽引役を担っている。西部地域は DMIC を軸に日

印両政府から重要視されている。 

南部地域も西部地域と似た状況にあり、所得の絶対水準は西部地域に及ばないものの、チ

ェンナイ、ベンガルールの 2 つの大都市をつなぐ産業回廊（CBIC）を軸に経済発展を遂げ

ており、経済、社会開発の多くの指標が全国で上位にある。アンドラ・プラデシュ州、テラ

ンガナ州はビジネス環境改善の取組においてインド全土で同点首位と評価されている。但し、

カルナタカ州の 2011年度の貧困率は依然として 20％を超えており、隣のタミル・ナド州と

の間で係争がおきるように水資源の確保が課題となっている。 

 

Ⅱ． インドにおける開発政策及び主要開発課題 

 

１． モディ政権の政策 

 

2014 年 5 月の政権発足後、モディ首相は矢継ぎ早に経済改革のための政策を打ち出して

きた。最も象徴的なのは、2014年 9月に導入した製造業振興策、いわゆる Make in India 政

策。DMIC におけるインフラ整備、破産倒産法などの法制度の整備、環境ライセンス取得の

オンライン化などの手続き簡素化、鉄道インフラの 100％開放などの外資参入規制緩和、と

いったビジネス環境の改善にも努めた。更に、中央政府、州政府が所管する約 20種類の間

接税を統合し、重複課税をなくし効率化をはかるとともにコンプライアンスの強化が期待さ

れる GST も導入。2016年 11月には、高額紙幣（500、1,000ルピー）の廃止を突如発表、

市民生活や経済活動には少なからず混乱が生じたが、地下経済に眠る資金の根絶や汚職撲滅

の観点から断行。 

モディ政権は、この他にも、都市の生活環境を改善し経済活動の基盤を整備するためのス

マートシティ構想や都市インフラ整備プログラム（AMRUT）、新たに発足させた技能開発・

起業省を中心とする 2022年までに主要 22業界で 1億 1,000万人の熟練労働者を育成する

職業人材育成プログラム（Skill India）、灌漑施設の整備や水資源の有効活用を促進するため

の農業生産性向上プログラム（PMKSY）、すべての村・農村世帯の電化を目指すプログラム

（DDUGJY）、トイレ建設の促進を通じ衛生面の改善を図る野外排泄撲滅プログラム

（Swachh Bharat（Clean India））など、基礎的な社会サービスの提供や農村開発にも注力。 

モディ政権は、上述のように多くの改革を打ち出してきたが、用地取得法改正の頓挫や世

界銀行の「Doing Business」調査の世界ランキングが 190ヶ国中 100位と未だに改善が十

分でないことなどもあり、政策が具体化していないとの批判も受けている。しかし、生活や

経済に混乱を与えた高額紙幣廃止直後の 2017年 3月には、最大州ウッタル・プラデシュの

総選挙で圧勝し与党になるなど、依然として国民の高い支持を得ている。 

 

２． 新しい開発政策の枠組 

 

(1) 15年ビジョン、7年戦略、3年行動計画 

 インド政府は、より開放されより自由化の進んだインド経済の実態にあわせ、モディ首相

が 2014年選挙公約で掲げた「Sabka Saath, Sabka Vikas（みんなの参加、みんなの発展（成

長）」の理念のもとで中長期的な経済成長率を年 8％とし貧困削減を加速することを視野に、

2017年度より従来の 5か年開発計画を廃止、15年間のビジョン、7年間の戦略、3年間の
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行動計画からなる新しい開発政策の枠組の適用を決定。2017～2031 年度までの 15 年ビジ

ョンでは、SDGｓなどの国際的な開発目標とインドの開発目標の統合に加え、従来 5か年開

発計画に含まれていなかった国内の安全保障や国防なども対象とする構想。2017～2023 年

度までの 7年戦略は、15年ビジョンを実施可能な政策に落とし込む狙い。2017～2019年度

までの 3年行動計画は、これまで形骸化していた中期財政計画と同一期間とすることで、政

府支出を政策目的と一致させ、資金配分のみならず政策目標の達成状況のモニタリングを強

化することを柱に、7 年戦略の政策を行動に落とし込むことを目的とする。2018 年 1 月現

在、15年ビジョンと 7年戦略は未公表。 

 

(2) 2017～2019年度の 3年行動計画にみる主要開発課題 

 2017年 8月に公表された 2017～2019年度の 3年行動計画は、7つのセクション、24の

章で構成される。各セクション、章によって 3年後の目標や 3年間で実施する行動に関する

記述に濃淡があり、モディ政権後に導入された政策の羅列にとどまっている面がみられる。

一方、2017 年度より、毎年度の予算書とあわせて、政策項目ごとに、①当該年度の予算割

当額、②当該年度に達成するアウトプット、③中期的に予想されるアウトカム、を

「Output-Outcome Framework for Schemes」として公表、透明性を高め、モニタリングを

強化することになっていることから、毎年度の予算配分を通じて達成を目指すアウトカムと

行動計画との間で整合性をとることができれば、開発目標の達成に向けた管理が可能になる

と考えられる。将来的には、まず行動計画に中期的なアウトカムを明記し、これに対応する

形で毎年度の予算配分が行われることが望ましい。 

 

【中期財政計画】 

最初のセクションでは中期財政計画を提示。最初に、3年間の経済成長と中央政府の直

接税、間接税それぞれの税収を予測し、2017 年度予算策定時に公表された中央政府の財

政赤字削減目標（2018年度以降は対 GDP比で 3.0％に抑える）を満たす前提で歳入の規

模を計算。続いて、歳入の規模を所与とし、3年間を通じた分野別の中央政府の歳出計画

を作成。これまでとの主な相違点は、補助金や公務員給与の増加に歯止めをかけ、民間部

門が行うべき機械、肥料、鉄鋼等製品に関する投資を減らし、インフラなど公的部門が行

うべき開発目的に資する資本支出を大幅に増やした点。3年間で予測される増収をこれら

の資本支出に優先的に割り当て、2015年度には歳出の 13％であった資本支出を 2019年

度には 20％に増やす計画。特に鉄道（2.3⇒4.3％）や道路（1.8⇒3.1％）などの交通イン

フラ整備向け支出増を見込む。経常支出に含まれる医療・保健（1.7⇒3.6％）、農業・農

村開発（5.3⇒6.2％）向け支出も増える見込み。 

 

【主要分野における経済構造改革】 

 第 2のセクションでは、①農村部の経済を支える農業、②高賃金の雇用創出の鍵を握る工

業とサービス業、の経済構造改革の方向性を示す。 

 農業について、インド政府は、2022年度の農民所得を 2015年度から倍増する目標を掲げ、

農家が労働に見合う報酬を得られるようにするための取引制度の改革、灌漑インフラの整備

や種子・肥料の改良や民間投資の活用等による生産性向上と高付加価値化、農業用地の貸出

や担保化の促進、自然災害時の農家補償の強化等を行う方針。 

 工業及びサービス業について、インド政府は、失業率は過去 5～8％程度と低水準で推移

している一方で、特に農業部門や中小企業、さらには 2010年時点で全体の 83％を占めるイ

ンフォーマルな形態での雇用における労働生産性が低く、賃金が低水準であることが課題で

あると認識。韓国、台湾、シンガポール、中国の成功経験を踏まえ、Make in India政策はグ



19 

ローバル市場で競争できる製造業の振興とすることで、企業規模を大きくし、高生産性、高

賃金を達成できるとの方針を提示。この観点から、2017 年度には、中国の深センをモデル

に CEZs を東西に 1か所ずつ整備、輸出志向型、労働集約型の産業を誘致する方針。また、

中小企業が利用できるコールドチェーン等のインフラや生産者、中小企業の金融アクセスの

改善を図るとしている。他の新興国に比べ高い成長がみられるサービス産業について、イン

ド政府は、デジタル化の推進に加え、金融（不良債権問題の解決、参入障壁除外による金融

包摂性の強化）、観光（査証の簡素化、インフラ整備、マーケティング、人材・技能の開発、

税制改革、文化面などソフトパワーの強化）、農業に次いで就業者数の多い不動産・住宅（規

制強化）等分野の取組を行う方針。 

 

【地域開発】 

 第 3のセクションでは、都市部の開発、農村部の開発、特定の地域を対象とした開発につ

いて議論。都市部については、既に実施中の各種プログラムの継続及び改善を通じた手頃な

値段での住宅供給、公共交通をはじめとするインフラ整備、野外排泄撲滅プログラム

（Swachh Bharat（Clean India））の推進、高騰する都市の土地価格に関する対策などが必

要と主張。農村部については、既存のプログラムの実施とモニタリングの強化を図りながら、

非農業の雇用を創出し所得向上の機会を増やし、教育、保健、飲料水、衛生施設といった基

礎的サービスの充実を図っていくことが謳われている。特定地域の開発については、地域間

格差の是正を強化すべく、2015年以降、州政府に配分する中央政府税収の比率を 32％から

42％に引き上げ、各州への配分にあたっては所得格差を最重要視する方針を決定。加えて、

北東州、島嶼部、北部ヒマラヤ、砂漠・乾燥地域など自然条件でハンデを負う地域に的を絞

った支援も実施予定。 

 

【成長の原動力】 

 第 4のセクションでは、成長の原動力となる重要な側面に焦点をあてている。まずは道路、

鉄道、海運、港湾、内陸水運、航空などの交通インフラが経済改革にとって最も重要な要素

の一つであると強調しつつ、モード間の連結とバランスを意識した統合計画、事故等を未然

に防ぐ体系的な維持管理、需要に見合うインフラ施設の整備、安全対策、高いエネルギー効

率性などインドが追求すべき諸課題を提示。デジタル経済化の推進については、光ケーブル

の整備、携帯電話網の拡充、規制枠組の導入などハード、ソフト面の対策の必要性を説明。

エネルギーについては、未電化となっている約 3億人への電力供給を実現しつつ、パリ協定

下のインド政府目標（2005年比で 2030年の GDPあたり温室ガス排出量を 33～35％削減）

を達成すべく、再生可能エネルギーによる電力供給増（2019年度までに 100GW 新設）、送

配電施設の改修によるロス（25％）削減、石炭の効率的利用、エネルギー効率の改善、採掘

を進め原油の輸入代替の可能性を検討、等の対策を行うとしている。また、研究開発費の増

額等による科学技術の振興、起業促進策（Start-up India）等による技術革新の環境づくりも

行うとしている。 

 

【政府の役割】 

 第 5のセクションでは政府の役割を取り上げている。最初に、これまで社会主義的なアプ

ローチにより政府が介入してきた製造業への関与を制限し、公衆衛生や教育分野での取組を

強化する方針を掲げている。そのほか、各省庁・政府機関による期限付き目標の作成、公務

員の人材管理システム導入、政府が実施するプログラムの実施モニタリング強化と評価等を

提示。徴税については、汚職撲滅のため不正所得を減らす、課税ベースを拡大する、予測可

能で安定した税収を目指すことが課題として挙げられている。市場経済の下での競争促進策
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としては、競争を阻害する要因を取り除く、資格要件の緩和を通じ新規参入障壁を取り除く

方向で政府調達システムを改革する、規制当局の能力強化が必要としている。最後に、法の

支配を強化するため、司法制度及び警察の改革が謳われている。 

 

【社会セクター】 

 第 6のセクションでは、教育、技能開発、保健、社会の特定グループに対する政策を網羅。

インドは、2030年には労働力人口が約 9.6億人と世界最大となる見通しで、25歳以下の若

年層人口の割合も多く（2020年時点の平均年齢はインド 29歳、米 40歳、欧 46歳、日 47

歳）、若年層の教育や技能開発を行うことで、技能労働者の世界的なハブとなることが可能

としている。初等・中等教育については、総就学率が 2015年度に 99.2％、92.8％に達した

が、今後は指標（School Education Quality Index）を使って学校教育の質をモニタリングす

るとともに、世界レベルの大学を創設するなど高等教育の対策にも取り組む方針。保健につ

いては、妊産婦、乳幼児、5歳児の死亡率の減少など具体的な成果を掲げ、公衆・予防衛生、

十分な水準の医療サービスの提供、中央政府から司法への財政移転等の対策を提示。そのほ

か、女性、児童、若年層、指定部族や指定カーストをはじめとする社会の少数派、障がい者、

高齢者に配慮した取組を説明。 

 

【持続可能性】 

 最後のセクションでは環境の持続可能性に言及。まずは大気汚染に関して、首都デリーを

含む北部及び北東州に世界で最も大気が汚染された 20都市のうち 10都市が集中していると

指摘、稲の残渣の野焼きを行わずに小麦の生産を可能とする技術の普及、農村家庭の料理に

使うエネルギーの薪から LPG への転換、石炭火力発電所での脱硫装置の設置などの実施に

言及。工業や家庭の廃棄物対策の必要性も強調。森林については、数十年にわたり多数のプ

ログラムを実施してきたが、今後は全国レベルで効果の計測を徹底し、政府やドナー、民間

に対して透明性高く成果をみせることで資金の獲得につなげるとする一方、森林資源の適切

な保全や利用につながる対策の必要性を謳っている。 

 水資源の持続的管理については、2050年時点で水需要の 70％を占めると予測する農業分

野に対応すべく、効率を改善しながらすべての農地に灌漑用水を提供する国家プログラム

（PMKSY）を実施するとともに、ダム建設を通じ地表水の活用を進め、地下水資源の管理

や洪水の制御を行う一方、インド北部を東西に横断するガンジス川の浄化に取り組むとして

いる。また、飲料水に関しても、地方部における各戸水道接続率が約 30％程度に留まって

おり、安全かつ適切な飲料水の供給が重要であることが述べられている。 

 

３． 資金調達・ODAに関する考え方 ・援助協調 

 

インド政府の援助受入方針の主な特徴は、一定の条件を除いてタイド条件での援助は

受け入れない（入札における透明性の欠如と限定された入札により高価格となり得ること

に加え、適切な技術導入につながらない可能性あり）、援助依存度を徐々に下げる、借款

は譲許性の高いものを優先する、一部の州への集中を是正する、中央から州への借款の転

貸は援助機関からの借入条件と同一にする（但し、北東州及びヒマラヤ山岳地帯の特別カ

テゴリー州の 11州は返済の 90％を中央、残りの 10％を州が負担）、資金協力の補完とし

て技術協力を位置づける、などの点である。 
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【援助依存度】 

過去 10年の外国・国際機関からのグロスの支援額と一般政府（中央＋州）の資本支出の

割合（インド・ルピー建）の推移をみると、2005年度（約 30％：0.20兆／0.68兆ルピー）、

2010年度（約 24％：0.38兆／1.57兆ルピー）、2015年度（約 15％：0.38兆／2.53兆ルピ

ー）と、援助受入に関するポジション・ペーパーの方針に沿って低下しつつある。上述の

2017～2019 年度のインド政府行動計画に示されるとおり、交通インフラ整備促進等のため

に財政の投入（資本支出）を拡充していることも、援助依存度低下に貢献しているとみられ

る。 

 

【開発金融機関の動向】 

外国・国際機関からのグロスの支援額に占める借款の割合は、2005 年度（84％）、2010

年度（93％）、2015年度（95％）と増加傾向。2015年度の借款受入額のうち 95％が世銀（IDA

と IBRD の合計：44％）、日本（30％）、ADB（20％）の 3者に集中。また、同年度には欧

州投資銀行（EIB）から都市鉄道整備事業向けに初の借り入れを決定、BRICS 新開発銀行

（NDB）の融資も計画中。2017年度には、世銀との協調融資形式で AIIB から電力分野で初

の融資を受けた。二国間機関では、ドイツ復興開発金融公庫（KFW）、フランス開発庁（AFD）

が都市鉄道等に対する融資を行っている。このように、インドに対する外国政府、国際機関

からの協力の多くは、ODA条件のものを含む借款により行われている。 

世界銀行は、2013 年から 2017 年までの国別援助戦略（CPS）において「貧困削減と繁

栄の共有」を目標として掲げ、2030年には 1人当たりGNIを 5,283米ドルに、貧困率を 12.3％

に改善することを定め、インフラ整備等を通じた経済統合、円滑な都市化や農業生産性の向

上、栄養状態の改善や教育の充実などの包摂性、を重点的に支援してきた。2017年度には、

インド初となる Systematic Country Diaglnostics（SCD）を行い、①天然資源の効率的な活

用、②インド国内企業の生産性を高めることを通じた包摂性の加速、③ガバナンスの強化、

などの視点から開発課題を洗い出し、4年間の新たな国別支援フレームワーク（CPF）を策

定予定。インドは、2017 年度からは優遇条件の IDA 対象国から卒業、IBRD 条件の融資の

みを受けられることになる一方、IBRD の大口貸出上限に近付きつつあることから、毎年 30

～40億米ドルの新規承諾規模となる見通し。 

アジア開発銀行（ADB）は、2017年 9月に新たな国別パートナーシップ戦略（2018‐2022

年）を承認、期間中の年間融資総額の上限を 40億米ドルとし、融資の約 85％をエネルギー、

運輸、都市開発の 3つの分野に充当、残りを公的セクター、農業、天然資源管理、農村開発、

産業人材育成、都市の保健などに割り当てる方針を決定した。 

主要な二国間ドナーでは、フランス（AFD）は都市交通とエネルギー、ドイツ（KFW）は

エネルギー、産業開発、都市開発を主に支援。 

 

【二国間援助】 

インド政府は、援助の受け入れにあたり、多国間援助を優先する方針としている。主な理

由は、多国間機関の方が包括的な援助アプローチに長けている、特定国に過度に依存すると

単一外貨の債務が増え為替リスクが増大する恐れがある、としている。これらの点に鑑み、

財務省経済局（DEA）は 2005年 1月に、二国間ドナーからの開発協力に関するガイドライ

ンを作成、援助国を G-7とロシア、EUに限る（年間 2,500万米ドル以上の援助を実施する

場合を除く）やタイド援助は受け入れないなどの方針を表明。 

しかし、2015 年 12 月には同ガイドラインを改訂、成長促進に必要なインフラ整備に要

する膨大な資本投資を賄うため、首相の許可を得て財務大臣、外務大臣が既存ドナー以外か

ら援助を受け入れることを可能にし、タイド援助について一定の条件（年間 10億米ドル以
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上の援助を 50％以上アンタイド条件で実施、Make in India 政策の推進に尽力、インド企

業の受注も認める、入札不調の場合は国際競争入札を実施、タイド援助の事業規模は 2

億 5千万米ドル以上等）を満たせば受け入れる方針に転換。援助依存度が低下する中でも、

膨大なインフラ需要を満たすため、一部タイド条件のものも含め、二国間援助を活用し続

ける方向性を打ち出した。 

 

４． 官民パートナーシップ（PPP）によるインフラ開発 

 

インド政府は、1990年代から、膨大なインフラ整備の資金需要を満たすため、PPPの活

用を推進してきた。2017～2019 年度の 3年間の行動計画によると、インドにおける PPP

インフラ開発には 3つのステージがある。 

第一ステージは 1990年代から 2000年代半ばで、運輸や電力でPPP事業を実施したが、

包括的な取組、明確な政策枠組、組織体制、将来の成長に向けたロードマップが欠如、PPP

の活用拡大には至らなかった。第二ステージは 2004 年から 2011 年にかけての期間で、

首相を議長とするインフラ委員会が立ち上がり、審査や許認可プロセスの確立や関係書類

の標準化により事業展開が迅速化、Viability Gap Funding（VGF：民間投資を行うために

収益が足りない場合、政府部門が資金支援をするメカニズム）やインフラ投融資を専門と

する機関の設置など金融面の支援も整い、2007～2012年度の第 11次 5か年計画期間中、

インド全土のインフラの 37％を民間資金で整備、インフラ投資の対 GDP比も 5％から 7％

に上昇した。 

第二ステージでの拡充を受け、第三ステージにあたる第 12次 5か年計画の期間（2012

～2017年度）には、インフラ開発の資金ニーズが前 5ヶ年計画の 4,112億米ドルから約 1

兆米ドルへと大幅に引き上げられると共に、民間セクターによる投資も全体の約 37％か

ら 48％にまで高めることを目指した。しかし、PPP が積極的に導入されてきた道路セク

ターにおいて、過度な価格競争による採算性の悪化、入札不調の頻発、価格重視の入札評

価方法と道路資産の流動化促進策 による質を担保するインセンティブの低下などの問題

が顕在化、他分野においても民間投資家の参入意欲が減退した。 

今後、経済成長促進のため巨額のインフラ整備資金が必要となる中、民間資金の活用は重

要な課題である。インド政府は、政府機関によるモニタリングの強化、事業遅延を防止する

ための迅速な紛争解決メカニズムの導入、過度な価格競争を防止するための入札プロセスの

改善、投資家に対する適切なインセンティブを与える資金メカニズムの整備などに取り組む

方針を示している。 

 

Ⅲ． 協力の方向性 

  

１． 日本及び JICAの協力意義 

 

日本とインドは、「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」に基づき毎年首脳会

議を開催するなど、強固な二国間関係を構築している。日本政府は、2014 年に今後 5年間

で官民合わせ約 3.5兆円の対印投融資を表明、この目標にあわせて毎年おおよそ 3,500億円

の新規円借款を供与してきている。 

新規円借款をはじめとする ODAの重点地域・分野は、毎年開催される首脳会議の共同

声明等で示されるが、大きな方向性としては、2016 年 3月に作成された対インド国別援

助方針における援助の基本方針（大目標）に示されているように、日印共通の価値観を基
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礎とした「より早く，より包摂的で，持続可能な成長」の実現に向けた協力を目指している。

同援助方針において説明されている援助の意義は以下のとおり。 

 

【援助の意義】（2016年 3月作成の対インド国別援助方針より） 

インドは若年人口が人口の半数を占める，世界最大の民主主義国家である。技術を身につ

け，雇用を生み出す必要のある生産人口が，毎年 1500万人増加するとされている。同時に，

依然として多数の貧困人口が存在し，中間層はより高い生活水準を求めて拡大し続けている。

これらの課題や需要に応えるため，包摂的かつ安定的な高度経済成長の実現が必要とされて

いる。こうした中で，継続的な投資と高度成長を確保する上で必要な重要インフラを整備す

るため，また，急速な経済成長と都市化の結果生じた社会的・環境上の課題に対処し，貧困

削減と包摂的成長を実現するため，今後も我が国の ODA が大きな役割を果たすことが期待

されている。我が国にとって最も古く，また，最も重要な開発パートナーの一つであるイン

ドの発展に対する我が国の貢献は，民主主義や人権，市場経済といった両国共通の価値観に

基づくものであり，資金的，技術的，人的資源の不足を埋め，お互いの強みを生かす相互補

完の考え方を基礎とする。両国間の開発協力は，「日インド特別戦略的グローバル・パート

ナーシップ」の重要な構成要素でもある。 

 

２． 協力の方向性 

 

(1) 現行の国別開発協力方針（援助方針）の下での協力の振り返り 

 2016 年 3月に作成された現行の国別開発協力方針（援助方針）の重点分野（中目標）と

しては、①連結性の強化、②産業競争力の強化、③持続的で包摂的な成長への支援、が挙げ

られており、下記のとおり協力が進められている。 

 

【連結性の強化】  

投資と成長に対するインフラ面でのボトルネックを解消することを念頭に，インド国内の

主要産業都市・経済圏内及び地域間の連結性の強化が図られるよう，鉄道（高速鉄道，メト

ロを含む），国道（高速道路を含む），電力，その他の分野について，輸送のハブ及びネット

ワークとなる運輸インフラや電力インフラ等の整備を支援する。また， DMIC 構想や CBIC

構想といった，広域の経済開発構想の具体化を進める。さらに，日印首脳間で確認されてい

る北東部等の地域の連結性の促進に向けた協力を推進する。 

【産業競争力の強化】  

産業競争力の強化，特に製造業分野の強化は，インドの経済成長をより安定的にするため

の鍵である。製造業は，若い生産人口のための新たな雇用を生み，経済の技術的基盤を強化

し，生産性を向上させる。このような視点に立ち，インドの製造業を始めとする産業の競争

力の強化に資するような，発電・送配電・エネルギー効率化，高規格道路，港湾，上下水道

等といった重要なインフラの整備を支援する。また，インドに対する海外直接投資の促進や，

経営，高等教育や実践的技術力といった分野での産業人材育成に資するような支援を行う。 

【持続的で包摂的な成長への支援】  

経済の高度成長は不可欠の要請であるが，同時に，この成長が持続的なものとなり，また，

その恩恵が社会にあまねく衡平に共有され享受される必要がある。このために，我が国とし

て基礎的社会サービス（保健，衛生，上下水道を含む。）の整備や，都市化に対応したイン

フラ整備，貧困層の収入増のためのプログラム（小規模インフラの改善や農業の生産性の強

化，フードバリューチェーンの構築を含む。）といった貧困削減・社会セクター開発に資す

るような支援に取り組む。また，上下水道・森林・防災等の環境・気候変動問題への対処に
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向けた協力を推進する。平等で包摂的な社会の達成のため，案件形成にあたってはジェンダ

ー平等に留意する。 

 

(2) 現状の課題認識に基づく協力の方向性に関する見直しの必要性 

 

【新しいインドの開発政策への対応】 

現行の国別開発協力方針（援助方針）は作成されて１年程度しか経過していないが、2017

年度に入り、モディ政権は、従来の 5か年開発計画に代えて、3年行動計画（2017～19 年

度）、7年戦略（～23年度）、15年ビジョン（～31年度）を順次策定中であり、これらの開

発政策文書に沿った対応が求められる。作成・公表済の 3年行動アジェンダの概要は上述の

とおり。 

 

【実務上の課題と援助協調】 

インドでは、特に大型のインフラ事業において、環境社会面の配慮の観点からの遅延に加

えて、用地取得の国内予算が手当てできない、障害物除去を含む用地取得の遅れが顕著、工

事実施後の支払手続きが停滞等、実務上の課題が散見される。また、一部案件で、円借款に

よる公共事業型だと完成後の施設のサービス・デリバリーに課題があるとして、ファイナン

ス条件では圧倒的に円借款が有利にもかかわらず、施工に加え施設運営を民間に委託する

PPP 方式を選択した事例がみられる。こうした実務上の課題への対応の観点から、協力の

方向性に関する見直しを行う必要性が認められる。 

加えて、これまでインド向けの開発金融は円借款、世銀、ADB が太宗を占めてきたが、

近年、新興国が設立した AIIB、NDB、更には EIB が参入してきており、援助協調に消極的

だったインド政府も AIIB と世銀等との協融を容認するなど、援助協調をめぐる状況も変化

してきている。また、インド政府は、開発分野で多くの経験を有する日本・JICA と連携し

た第三国向け支援を行うことに関心を示しており、インドとの援助協調の可能性を検討する

時期にきていると言える。 

 

【事後評価結果にみる過去のインド円借款案件の傾向】 

JICA の事業評価報告書では、事業計画・実施へのフィードバックを行う目的で、総合評

価レーティングが明らかになっている過去の外部評価結果を定量的、定性的に分析し、その

傾向を把握している。上記分析にならい、総合評価レーティングが明らかになっている 2003

年度から 2015 年度までに事後評価を行ったインド円借款案件 50 件について分析を行った

ところ、傾向は以下のとおり。インドでは、2015 年度事後評価までに総合評価レーティン

グが明らかになっている無償資金協力は 1件のみ、技術協力は対象がないため、本資料の分

析は円借款のみを対象としている。期間中のインドの対象円借款案件 50件は、全対象国の

円借款案件 620件中 8.1％に相当する。 

インド及び全対象国の総合評価レーティングの集計を視覚化したものは下図（モザイクプ

ロフィット）のとおり。インドの評価は、総じて全対象国の評価に比べて良好または同等で、

全対象国と同様に効率性に課題がある傾向がみられる。 
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図  12：事後評価の総合評価レーティングの結果  

（2003～2015年度事後評価、件数別割合、円借款、インドと全対象国）  

 

出所：JICA 

 

インドの対象案件 50 件のうち、電力が 19 件と最大、次いで運輸と自然環境保全が各 9

件で、3 分野で約 75％を占める。運輸、自然環境保全、工業、観光はすべて「A」「B」。電

力は水力を除き良好な評価。水力は適切な水量の確保や技術選択の問題があり「C」「D」。

農業は養蚕 2案件の評価が低かった。教訓としては、適切な料金設定を通じた維持管理財源

の捻出、建設業者による運営・維持管理への参画、農村部の案件では農民・農民組織の参加

インセンティブの工夫、などの点が指摘されている。 

 
 
 

図  13：インド事後評価（2003～2015年度）セクター別の分布と総合評価レーティング

の結果  
 

  

 

出所：JICA 
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図  14：世界銀行のインド事業評価  

（独立評価局分析、2000～2016年度終了案件）  

 

 

出所：World Bank (2017b) 

 

 

(3) JICAが取り組むべき開発課題 

 

【主要開発課題】 

SDGｓに向けたインドの取組を包括的に支援する一方で、資金ニーズが大きく、日本や

JICA の強みが発揮できるとみられる以下の主要開発課題の解決に向けて重点的に協力を行

う。 

 

①急速に進む都市化への対応：2030 年に向けて新たに 2億人超が新たに都市人口に加わる

見込みであり、メトロなどの大量輸送交通システム、上下水などのインフラを整備し、都市

部での公共サービスを提供していくことが求められる。 

 

②生産性の高い産業の育成：2030年に向けて人口の多くが中間層に移行する見通しであり、

輸入に過度に頼ることなく増大する消費等需要に対応するため、国内産業の育成を通じ供給

能力向上が必要。所得の上昇を持続するには、生産性の高い産業の育成が求められる。生産

性の高い産業の育成には、国内外の投資により生産拠点設置を進めるためのハード、ソフト

両面での投資環境整備、生産拠点で活動する産業人材育成、物流や人々の移動を改善する経

済回廊の開発など連結性の強化、が求められる。  

 

③農村部での包摂的成長：地理的に不利な条件にあるなど、多くの低所得者層が暮らす農村

部において持続可能で包摂的な成長を実現するため、森林などの自然資源の適切な活用を推

進し、道路等の整備を通じ市場アクセスを改善し、農村での生産活動の効率性を上げること

を通じ、農民所得を向上させていくことが求められる。また、地方の貧困層の生活環境改善
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のため、トイレなどの衛生施設や保健サービスの一層の拡充が求められる。 

 

【連結性と地域連携】 

2017 年 9 月に日印首脳会談時の共同声明で確認された日印協力による連結性強化・地域

連携の方向性は以下のとおり。 

 

①インド北東部及びスマートアイランドの開発に関する協力：道路の連結性、電気、水の供

給・下水道等の主要インフラから、植林、コミュニティ・エンパワーメント等の社会環境持

続性に至る北東部の開発協力に加え、地域連結性強化のためのスマートアイランド発展のた

めの協議を加速 

 

②周辺国の開発に関する協力：広くインド太平洋地域にわたる連結性の向上、ASEAN との

協力の強化国際的なスタンダード及び責任ある借入資金調達手法に基づき、解放され、透明

性があり、非排他的な形で、連結性に資するインフラの整備や使用を確保 

 

③インド/アジアとアフリカの協力：アフリカを含むインド太平洋地域の様々なステークホ

ールダーに利益をもたらすアジア及びアフリカの成長のための産業回廊及び産業ネットワ

ークの発展を求める 
 

【JICAの比較優位とツール】 

 

①鉄道などのインフラ整備や森林保全で存在感：ここ 10年程度は鉄道（メトロ、貨物専用

鉄道（DFC）、高速鉄道（HSR））で突出した存在感。DFC、HSR では本邦のノウハウ・技

術の活用が進められている。森林保全もドナーの中では群を抜いた実績があり、事後評価結

果も良好。エネルギー、道路、上下水、農業でも数多く案件を実施。インフラや森林保全の

分野では、少なからず案件実施に伴う教訓が得られており、新規案件の展開で活用が可能。

近年ではプログラムローン型借款による対話を通じ、投資促進の政策・制度改善への協力も

実施、産業人材育成やきめ細かいインフラ整備、中小企業支援も実現。 

 

②日本の官民との太いパイプ：日印関係は 2014年に「特別」戦略的グローバル・パートナ

ーシップに格上げ、以降毎年首相が相互訪問、日本政府の関係省庁が ODA案件の形成・実

施に深く関与。2000年代後半から本邦企業の対印直接投資が急増。Make in India等で製造

業振興を通じた成長を目指す印政府に対し、官民連携して協力を展開できる環境に。但し、

現地進出にそれほど積極的ではないインフラ関連メーカーとの連携は課題。 

 

③円借款と技術協力の有機的連携：ここ 10年ほどは円借款の最大供与先。但し、無償は限

定的。専門家派遣、研修受入など技術協力も多くの分野で実施。但し、技術協力を実施する

ためのインド政府手続きに時間を要するのは難点。 

 

(4) 今後の協力の方向性（案） 

 上述の見直しの必要性を踏まえた今後の協力の方向性（案）は、2016 年 3月に作成され

た現行の国別開発協力方針（援助方針）の重点分野（中目標）を維持しつつも、下図のとお

り選択と集中を行うことが考えられる。 
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図  15：JICAの協力を通じた主要開発課題への貢献（案）  

 

出所：JICA 

 

(5) 三層構造／各プログラム概要 

 現状は事業計画作業用ペーパーのとおりとなっているが、重点地域・分野の方向性に鑑み、

今後の新規円借款の対象地域・分野は表 2のとおり絞り込むことが考えられる。 
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表  2：三層構造と新規円借款の対象地域・分野  

 

重点分野 協力プログラム 
うち今後の新規円借款の 

対象地域・分野 

連結性の

強化 

地域回廊開発プログラム 

（DMIC・CBIC）(強化プログラム) 

A) 高速鉄道等タイド鉄道 

C) 民間セクター開発に資する案件 

地域連結性ネットワークプログラ

ム 

(強化プログラム) 

B) 北東部等特別カテゴリー州と島嶼部 

C) 民間セクター開発に資する案件 

交通ネットワーク整備プログラム 

(強化プログラム) 
C) 民間セクター開発に資する案件 

産業競争

力の強化 

エネルギー供給・効率化プログラム 

(強化プログラム) 
C) 民間セクター開発に資する案件 

都市交通プログラム 

(強化プログラム) 

A) 高速鉄道等タイド鉄道 

C) 民間セクター開発に資する案件 

高度・産業人材育成プログラム 

(強化プログラム) 
C) 民間セクター開発に資する案件 

持続的で

包摂的な

成長への

支援 

農業・農村開発プログラム 

(強化プログラム) 
E) 農村開発・環境保全（農業、森林） 

基礎的社会サービス向上プログラ

ム 

 

SDGs プログラムローン 

（技術協力との組合せ等を積極的に検討） 

森林資源管理プログラム 

 
E) 農村開発・環境保全（農業、森林） 

上下水道・衛生改善・公害防止対策

プログラム(強化プログラム) 
D) 都市開発（上下水） 

防災プログラム 

 

SDGs プログラムローン 

（技術協力との組合せ等を積極的に検討） 

その他の支援分野 
SDGs プログラムローン 

（技術協力との組合せ等を積極的に検討） 
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